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1、法定最低賃金の決め方                              

   国                 １、改定は国の判断(職権)による諮問､決定で

はなく、年に 1 回期日を決めて審議する。 

                    2、審議会の構成は、実質的に労資の交渉の場 

となるよう、中立委員の人数上の比重を減 

らす。 

                    3、労働者の生計費原則を貫く。 

                    4、全国全産業一律であること。 

  

 
 
 
 
 
 

2、労働協約が拡張適用された最低賃金（法定最低賃金の上に） 
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法定最低賃金 全労働者に適用


